
   

経営発達支援計画の概要 

実施者名 
伊賀市商工会（法人番号２１９０００５００６１７０） 

伊 賀 市 （地方公共団体コード２４２１６１） 

実施期間 令和８年４月１日 ～ 令和１３年３月３１日 

目標 

１．経営の自走化とリテラシー向上 

２．ＤＸ推進による生産性向上と収益構造の改善 

３．販路の多角化と地域外需要の獲得 

４．事業の担い手確保と事業継続性の確立 

５．地域産業の成長支援と地域経済への裨益 

事業内容 

３．地域の経済動向調査に関すること 

・国が提供する地域の経済動向データの活用 

・管内小規模事業者の景気動向の調査・分析 

４．需要動向調査に関すること 

・展示会・商談会でのアンケート調査の実施 

・地域の物産展等におけるアンケート調査の実施 

５．経営状況の分析に関すること 

・経営分析セミナーの開催 

・ローカルベンチマーク、ＡＩ等を活用した経営分析シートの作成 

６．事業計画策定支援に関すること 

・事業分析セミナー受講者を対象に事業計画策定セミナーの開催 

・創業・第二創業スクールの開催及び創業計画個別相談会の開催 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

・事業計画策定事業者のフォローアップ巡回の実施 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

・展示会・商談会への出展（BtoB）、展示即売会への出展（BtoC） 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

・ＰＤＣＡサイクルに基づく継続的な評価・検証・見直しの実施 

10．経営指導員等の資質向上等に関すること 

・外部講習会等を積極的活用し経営指導員等の資質向上および組織的支援力

の強化 

12．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

・伊賀ブランド認定支援 

・地域イベントを活用した販路開拓支援 

連絡先 

伊賀市商工会本所 

〒519-1412 三重県伊賀市下柘植 723 番地の 1 

TEL 0595-45-2210 / FAX 0595-45-5307 

e-mail:iga@ict.ne.jp 

伊賀市産業農林部 商工労働課 

〒518-8501 三重県伊賀市四十九町 3184 番地 

TEL 0595-22-9669 / FAX 0595-22-9695 

e-mail:shoukou@city.iga.lg.jp 

 

 

 



 
 

（別表１） 

経営発達支援計画 

経営発達支援事業の目標 

 

１．目標 

 

（１）地域の現状及び課題 

伊賀市商工会が管轄する旧伊賀町、旧阿山町、旧大山田村、旧島ヶ原村、旧青山町の５地域（旧上

野市を除く）の現状と、小規模事業者が直面する構造的な課題について記述します。 

 

①地域の現状 

(ア) 地域特性と産業基盤 

伊賀市は三重県の北西部に位置し、大阪と名古屋のほぼ中間にあり、交通アクセスに優れていま

す。商工会管内の５地域（旧伊賀町、旧阿山町、旧大山田村、旧島ヶ原村、旧青山町）は、伊賀市全

体の約６５％の面積（３６２．９１㎢）を占め、旧上野市（伊賀市中心市街地）を取り囲む形で広範

囲に存在します（下図参照）。 

  

 

伊賀市という地理的優位性について、旧伊賀町は自動車専用道路である名阪国道（Ｒ２５号線）沿

いにあり、主に関西圏からの大企業を含む製造業が立地し、地域の主要産業の一つとなっています。

旧大山田村の工業団地にも大阪方面からの鉄鋼業、金属加工業等の進出企業が立地し、雇用の創出に

寄与しています。 

一方、地域資源を基盤とした産業も存在しており、旧阿山町には伝統工芸の伊賀焼の窯元が、旧島

ヶ原村には良質な耐火粘土の採掘業が地場産業として営まれてきました。旧青山町には青山高原と

メナード青山リゾートがあり、観光・サービス業が地域経済を下支えしています。 

また、伊賀市は「伊賀流忍者」発祥の地であり、俳聖“松尾芭蕉”の生誕地として知られるなど、

豊かな歴史・文化資源に恵まれています。“伊賀焼”や“伊賀くみひも”といった伝統工芸品、“伊賀

米”や“伊賀牛”といった特産品も有しており、これらの地域資源を活かした産業振興が市の重要な

政策となっています。 

 

(イ) 主要産業の推移（地域別の動き） 

伊賀市公表の「伊賀市の概況」によれば、伊賀市は全体として第２次産業・第３次産業が就業者の

約６０％を占め、製造業では２００６年～２０１４年に従業者数が約４，０００人増加するなど一時

伸びがみられました。 

 



 
 

各旧地域の主な産業の変遷・特徴は以下の通りです。 

 

●旧伊賀町地域（伊賀地区）： 

名阪国道（自動車専用道）沿いに位置し、交通の利便性が高いため、大阪・奈良方面から製造業な

ど企業進出がみられる地域です。当地には工業団地が整備され、鉄鋼・金属加工業の工場などが立地

して地域の雇用創出に寄与しています。住宅団地「希望ヶ丘」の造成により、人口減少率が比較的低

く抑えられた地域でもあります。近年は高齢化社会を反映して介護関連産業の増加もみられます。地

域内には商工会本所や“道の駅いが”があり、地域資源を活かした新事業の展開にも将来性がありま

す。 

 

●旧阿山町地域（阿山地区）： 

昔は畜産業が盛んな地域でしたが、現在では伝統工芸の伊賀焼（陶器）と観光農業施設のモクモク

手づくりファームなどが主要産業となっています。モクモクファームでは地元食材の販売、ビール製

造や体験型観光を展開し、観光客を集めています。また、地元主導で設置された道の駅あやまがあり、

伊賀米・醤油など特産品の販売拠点として地域振興に大きな役割を果たしています。阿山地区では伝

統の伊賀焼の窯元が存続・発展しているほか、近年は伊賀焼と観光を組み合わせた新たな取り組みも

みられます。畜産業衰退後の産業転換に比較的成功した地域といえます。 

 

●旧大山田村地域（大山田地区）： 

山間部の自然を活かし、シイタケ、菜の花など農産品の生産が盛んな地域です。それらを原料とし

た農産物加工品製造（乾燥シイタケ、菜の花の加工・開発等）も行われています。また泉質の良さで

定評のある「伊賀の国 大山田温泉さるびの」があり、日帰り温泉・宿泊施設として地域住民の憩い

と観光客の誘致に貢献しています。平成期には商工会による支援で大山田産業振興センター（地域商

業施設）が建設され、食品スーパーや衣料品店が入居して地域の中心的商業拠点となりました。近年

は日本全体の木造住宅需要減少に伴い、かつて主要産業であった製材・木材関連業が衰退し、３０社

ほどあった製材所が１０社以下に減少するなど苦境にあります。農林資源を活かした６次産業化な

ど、新たなビジネス展開による産業底上げが課題です。 

 

●旧島ヶ原村地域（島ヶ原地区）： 

三重・奈良・京都の県境に位置し、ＪＲ関西本線が通る交通結節点でもあります。地場産業として

耐火粘土の採掘（鉱業）が古くから営まれており、信楽焼・伊賀焼の原料となる良質な粘土を大量に

産出します（この粘土は衛生陶器の材料にも利用され、島ヶ原産の耐火粘土は全国的にも知られてい

ます）。資源産業の比重が大きい一方、観光面では島ヶ原温泉「やぶっちゃ」があり、アウトドア施

設や健康増進施設を併設して遠方から集客しています。キャンプやスポーツ合宿なども受け入れて

おり、島ヶ原の豊かな自然を活かしたレジャー産業が展開されています。近年、採掘業は需要減少の

影響もあり雇用規模が縮小傾向ですが、その分、観光・交流による地域活性化に力を入れている状況

です。 

 

●旧青山町地域（青山地区）： 

近鉄大阪線の始発・終着駅（青山町駅）があり、戦後は大阪圏のベッドタウンとして発展しました。

桐ヶ丘ニュータウン（約２，０００戸の大規模住宅団地）の造成により１９６５年から人口が約１．

２８倍に増加し、その後も最近まで、ほぼ横ばいを保っていましたが、近年は微減に転じています。

主要産業だった木材関連産業は前述の通り衰退が著しく、旧青山町で３０社ほどあった製材業者が

１０社以下に減少するなど地域経済への影響が大きいです。一方で青山高原の風力発電施設建設や、

メナード青山リゾートを核とした観光・サービス業が地域経済を下支えしています。 

また、青山地区には川上ダムの建設が２０２３年に完了し、２０１８年頃からその人造湖を活用し

た観光イベント等の取組みも始まっています。今後は高原リゾートや自然エネルギー関連といった

新分野での産業振興が期待されます。 



 
 

 

(ウ) 人口動態と市場環境 

伊賀市全体では２００４年の合併当初１０万人を超えていましたが、２０２４年９月末現在で約

８５，０００人にまで減少しています（下表①）。また、商工会管内の５地域も、１９９５年をピー

クに人口減少が進行しており、２０２０年から２０２４年の５年間で約７．６５％の減少がみられま

す（下表②）。 

 

【（表①）伊賀市の人口の推移】 

単位（人） 

 
引用元：伊賀市『第３次伊賀市総合計画』 

 

【（表②）伊賀市商工会管内の人口推移】 

単位（人） 

 
引用元：伊賀市６５歳以上人口統計【令和３年３月末と令和７年３月末】 

 

商工会管内の特に旧島ヶ原地区では高齢化が著しく、伊賀市全体の高齢化率３４．２％を上回り、

老年人口の割合が４９．５％に達するなど、地域ごとの高齢化の進展度に大きな差があります。この

人口減少と高齢化は、生産労働人口の比率低下と若年層の転出超過を引き起こし、地域全体の活力を

低下させています。その結果、立地企業にとって人材確保が急務となっています。 

また、人口減少に伴う地域市場の縮小は、後述する卸・小売業の事業所数が過去１０年間で約５０

件近く減少しているなど、内需型小規模事業者の経営環境を厳しくしています。 

 

 

②小規模事業者の現状と課題 

伊賀市商工会管内の商工会員数は２０２４年時点で５９８件と、２０１４年時点の６９５件から、

純減傾向が続いており、新規開業以上に廃業数が上回る状況が続いています。 

 

 

 

 

管内 地区
2020年度

（R2年度)

2024年度

（R6年度)
前回対比

伊賀支所 9,421 8,864 94.09%

島ヶ原支所 2,059 1,856 90.14%

阿山支所 6,677 6,181 92.57%

大山田支所 4,855 4,646 95.70%

青山支所 9,244 8,565 92.65%

小計 32,256 30,112 93.35%

商工会議所管内 上野支所 57,006 53,948 94.64%

合計 89,262 84,060 94.17%

商工会管内



 
 

【管内商工業者数及び当会会員数の推移】 

単位（事業所数） 

 

【当会会員数のうち業種別推移】 

単位（事業所数） 

 

 

全会員事業者を対象とした経営実態調査（２０２０年実施）及び、２０２４年に実施した管内小規

模事業者１００社アンケート（景況調査）から、小規模事業者が抱える本質的な課題は以下の通りで

す。 

 

(ア) 事業継続性の危機（高齢化と零細化） 

 小規模事業者の減少の主因は、経営者の高齢化と後継者不在による自主廃業です。事業を「廃

止したい（廃業意向）」とする事業者が２４％に増加しており（２０１５年調査時１５％）、

事業承継の意向の乏しさが喫緊の課題となっています。 

 事業所の規模は極めて零細化しており、家族従業員が「１人以下」の事業所が全体の６５％、

正社員を１人も雇用していない事業所が３分の２超を占めています。 

 

(イ) 収益の圧迫と経営効率の低下 

 直近の景況調査では、「原材料高及び不足」が主要な経営課題の上位に位置しており、回答企

業の約９５％が仕入価格の「上昇」を報告しています（下図の円グラフ『令和６年度 景況

調査に関するアンケート 調査報告書』参照）。 

 結果として、売上高が「減少」した企業が４４％、利益が「減少」した企業が５６％に上り、

多くの企業が減益の状況下にある（下図の円グラフ『令和６年度 景況調査に関するアンケ

ート 調査報告書』参照）。 

 また、日々の巡回窓口指導時の聞き取りによると、コスト高を価格に転嫁しきれていない構

造的な課題や、「人手不足」も主要な経営課題の一つであり、特に建設業や運輸業で深刻化し

ています。 

 

平成26年度 令和元年度 令和6年度

 商工業者数 1209 1203 1165

 内小規模 1071 1058 1022

 法定会員数 695 645 598

 内小規模 628 576 535

区  分

業種 平成26年度 令和元年度 令和6年度

建設業 167 157 143

製造業 158 150 134

卸・小売業 164 136 116

サービス業・その他 206 202 205

合計 695 645 598



 
 

(ウ) 市場の狭小化と販路開拓の遅れ 

 小規模事業者の商圏は伊賀市内に依存する割合が約９割近くと高く、地域市場の縮小の影響

を強く受けています。 

 １００者のうち半数近く（４４％）の小規模事業者が新規市場の販路開拓をほとんど行って

いないなど、販路開拓への取り組みが遅れており、直面する経営ニーズとして「営業・販売

力強化」が最も高い割合を占めています。 

 小規模事業者は、高齢化、知識不足、人材不足、資金不足などを理由に、ＩＴを活用した販

路開拓やＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みが遅れており、競争力の

維持・強化に課題を抱えています。 

 

(エ) 経営計画策定と自走化の基盤の脆弱性 

 全会員を対象に実施した調査によると、経営計画を「毎年作成している企業」は１４％に留

まり、「数年に一度作成している事業所」は１５％であり、７１％の小規模事業者が計画策定

経験の無い状況です。このことは、環境変化に対応するための戦略的な経営（経営の自走化）

に向けた基盤が脆弱であることを示しています。 

 ２０２５年版「小規模企業白書」によると、全国でも約６割の小規模事業者が経営計画を策

定していない状況です。経営方針が「利益拡大」または「売上拡大」を目指している事業者

であっても、過半数が計画を「策定していない」状況にあります。また策定していない主な

理由として、小規模事業者が経営計画を策定していない理由として最も多いのは、「時間的余

裕がないため」であり、これは中規模企業を上回る割合となっています（下図『２０２５年

版「小規模企業白書」第２－１－５０図、第２－１－６３図』参照）。 

 

引用元：伊賀市商工会『令和６年度 景況調査に関するアンケート 調査報告書』 

 



 
 

 

 
引用元：中小企業庁「２０２５年版「小規模企業白書」全文」 

 

 

③地域の重要課題（まとめ） 

伊賀市商工会管内では、地理的・資源的な優位性を持つものの、人口減少・高齢化による市場の縮

小という構造的な課題に直面しています。伊賀市総合計画の「継承と変革」の視点では、「地域経済

の好循環を生み出す」ことや、「商工・労働」「観光」の振興が重要施策として掲げられており、小規

模事業者の振興は行政の政策とも深く連動しています。 

これらの状況を踏まえ、商工会が取り組むべき喫緊の重要課題は以下の通りです。 

 

(ア) 経営の自走化能力（リテラシー）の向上と伴走支援の強化 

多くの小規模事業者が事業計画を策定した経験がない状況にあり、経営の長期的な戦略や計画に

基づくＰＤＣＡサイクルを回す力が不足しています。２０２５年版「小規模企業白書」によると、経

営計画を「策定している」小規模事業者は、「策定していない」事業者と比較して、売上高、営業利



 
 

益、顧客数のいずれにおいても「増加」と回答した割合が高いことが分かっています。 

このため、外部環境の変化に自立的に対応し、持続的な発展を遂げるためには、対話と傾聴を通じ

た本質的な課題の認識と、経営者自身が計画の策定・実行・検証を自立的に行えるよう導く伴走支援

が不可欠です。 

 

(イ) 収益構造の改善と生産性向上（ＤＸ活用）への対応 

仕入価格の高騰（「原材料高及び不足」やエネルギーコストの増加）が回答企業の９５％で報告さ

れており、売上減少（４５％）と相まって、コスト高を価格転嫁できていない状況や、売値の上昇に

よる販売量の低下など、多岐にわたる問題により収益が圧迫され経営が深刻化しています。この課題

を克服し、限られたリソース下で競争力を維持するためには、ＩＴ・デジタル技術（ＤＸ）を活用し

た業務効率化、事務処理の省力化、および生産性向上への取り組みが喫緊の課題となります。 

 

(ウ) 地域市場縮小への対応と域外への販路多角化 

伊賀市全体で人口減少が加速し、特に旧町村部では高齢化率が４割を超える地域もあることから、

域内市場は縮小傾向にあります。小規模事業者の商圏が伊賀市内に依存する割合が約９０％と高く、

半数近く（４５％）が新規市場の販路開拓をほとんど行っていません。 

このため、地域の豊富な資源（特産品、伝統工芸、観光資源）を活用しつつ、首都圏、京阪神、東

海３県、海外などの地域外需要（外需）の獲得を目指す販路開拓支援が計画目標達成の鍵となります。 

 

(エ) 事業継続の危機克服と新たな担い手の創出 

小規模事業者の減少の主因は経営者の高齢化と後継者不在による自主廃業であり、事業を「廃止し

たい」意向を持つ事業者が多く存在しています。この危機的な状況は、地域経済基盤の維持を困難に

するため、事業承継ネットワークとの連携による円滑な事業承継の促進と、創業スクール開催を通じ

た創業・第二創業による新たな事業の担い手の創出が、地域活力維持の重要課題です。 

 

(オ) 深刻化する労働力不足への対応と雇用創出力の維持 

若年層の転出超過が顕著な人口構造の中で、製造業や建設業、運輸業など地域経済を支える主要な

業種において「人手不足」が経営課題の上位に挙がっています。このため、多様化する働き方に対応

した就労支援やマッチング、および雇用創出力や地域への裨益が大きい食品製造業やものづくり関

連事業者等への重点的な支援（商品開発、販路開拓）を通じて、地域における雇用の維持・拡大を図

ることが重要課題とされています。 

 

 

（２）小規模事業者に対する長期的な振興のあり方 

 

①伊賀市総合計画が示す長期的な方向性 

伊賀市が目指す将来像は「すべての ひとが輝く 地域が輝く ～みんなで話そう 伊賀市の未

来～」（第３次伊賀市総合計画）であり、その実現に向けた「みんなのテーマ」として「継承と変革」

の下に「持続可能なまちを未来に引き継ぐ」こと、そして特に「地域経済の好循環を生み出す」こと

が掲げられています。この長期的な方向性を実現するため、市は以下の施策を通じて、地域経済の基

盤強化を図っています。 

 

 地域資源の活用とブランド強化： 

地域の特性を活かした伊賀ブランド認定品や伝統的工芸品（伊賀焼、伊賀くみひも）の体験

機会創出を通じ、その価値を国内外に発信し、事業者の生産・販売意欲の高揚を図ること。 

 

 人材の確保と育成： 

ＵＪＩターン希望者と市内企業のマッチングを図り、起業支援体制を充実させること（創業



 
 

スクール等）。また、多様な働き方やワークライフバランスに対応できる労働環境づくりを促

進すること。 

 

 地域内経済循環の促進： 

公契約条例の制定を通じて働く人や地元事業者を豊かにし、市民ができる限り市内の事業者

を選ぶよう努めることで、地域内での経済循環を意識した産業構造の構築を目指すこと。 

 

 デジタル化推進： 

将来的な人口減少下においても地域や行政機能を維持するため、デジタル技術を活用し、デ

ジタル社会への転換を図ること。 

 

 

②小規模事業者が目指すべき長期的な方向性 

上記、伊賀市の方向性及び、上述した小規模事業者が直面する深刻な経営課題（売上減少、原材料

高騰、人手不足、および販路課題、廃業意向）を踏まえ、今後１０年の期間を見据えて、「経営の自

走化」と「稼ぐ力」の最大化を目指す必要があります。 

 

 市場拡大と外需獲得への転換： 

現状、小規模事業者の商圏が伊賀市内へ９割近く依存しているため、人口減少による内需縮

小の影響を避けることができません。今後は、地域の豊かな歴史・文化資源や特産品といっ

た「強み」を活かして、地域外（首都圏、京阪神など）の需要を獲得する外需獲得型の経営

へ転換し、販路を多角化すること。 

 

 経営リテラシーの向上と計画的経営の実現： 

事業計画の策定経験がない企業が７１％にのぼるという現状を打破し、経営戦略、人材戦略、

価格転嫁、知的資産、デジタルなどに関する経営リテラシーを向上させ、ＰＤＣＡサイクル

を自立的に回せる自走可能な経営基盤を確立すること。 

 

 ＤＸの推進による生産性・付加価値の向上： 

人手不足やコスト高に対応するため、デジタル技術（ＤＸ）の導入を加速させ、業務効率化

と高付加価値化を同時に実現すること。また、知的財産（商標・意匠）の保護・活用を推進

し、ブランド戦略を強化すること。 

 

 

③伊賀市商工会が果たすべき長期的役割 

伊賀市商工会は、小規模事業者の持続的発展を支援し、地域経済の維持・発展に貢献するという地

域の総合経済団体としての役割を果たすため、今後１０年間の支援のあり方として、以下の３点を柱

とした伴走型支援に注力します。 

 

(ア) 「経営の自走化」の実現に向けた体系的支援体制の確立： 

o 個社の経営課題を把握するため、対話と傾聴を通じて「自社・顧客・市場」の分析を

行い、本質的な課題解決に向けた事業計画策定を伴走支援する。 

o 事業計画策定後も、ＫＰＩ・ＫＧＩを用いた定期的かつ継続的なフォローアップ（四

半期に１回程度）を実施し、小規模事業者の自立的・自走的な売上増加や生産性向上

を促進する。 

o 職員の資質向上（デジタル技術活用、ブランディング戦略、事業承継等）に継続的に

取り組み、支援ノウハウを組織全体で共有する体制を整備し、支援の質を平準化・高

度化する。 



 
 

 

(イ) 事業の担い手の確保と事業継続性の確立： 

o 地域経済の活力維持のため、創業スクール（約２０年継続）や個別相談会を通じた創

業支援を継続し、創業者を計画的に創出する。 

o 廃業意向の増加に歯止めをかけるため、三重県事業引継ぎ支援センター等との連携を

強化し、経営者が高齢化する早い段階から事業承継診断や承継計画の策定を促す。 

 

(ウ) 広域連携・デジタル活用による新たな需要開拓： 

o 小規模事業者が苦手とする販路開拓を支援するため、首都圏、京阪神、海外、県内と

いった地域内外の展示会・商談会、展示即売会への出展支援を計画的に実施し、外需

の獲得を促す。 

o ＩＴ技術やデータ活用に関する意識の醸成・基礎知識の習得支援を強化し、ＥＣサイ

トやＳＮＳを活用した販路開拓の取り組みを推進する。 

 

 

④まとめ（長期的な振興のあり方） 

伊賀市商工会が目指す長期的な振興のあり方は、人口減少・市場縮小という地域課題を正面から受

け止め、小規模事業者の「自走化」と「稼ぐ力」を高めることで、地域経済の機能維持と好循環の創

出を担保することにあります。 

支援計画の期間内において、経営リテラシーの向上、デジタル化による生産性改善、地域資源の活

用による外需獲得、そして創業・事業承継による担い手の確保という主要課題の解決に取り組むこと

で、１０年先の伊賀市においても、小規模事業者が地域の雇用と経営を維持・拡大し、活力ある地域

経済を支え続けることを目指します。 

 

 

■伊賀市商工会と伊賀市総合計画との連動性・整合性 

以下は、伊賀市が定める“第３次伊賀市総合計画”の分野「４．にぎわいをつくる」に掲げられた

主要施策の一部を抜粋します。 

 

 



 
 

  

 

 

引用元：伊賀市『第３次伊賀市総合計画』 

 

伊賀市商工会が実施する経営発達支援事業は、下記のとおり、伊賀市が定める“第３次伊賀市総合

計画”の分野「４．にぎわいをつくる」に掲げられた主要施策と、高い連動性・整合性を有していま

す。 

 

 

(ア) 地域経済・地域資源の活用（施策４－１，４－４，４－５）：  

 市の「地域経済の好循環を生み出す」という目標に対し、商工会は小規模事業者の経

営分析を通して強みを活かした事業計画策定を進め、地域資源の活用や新商品・新

サービスの開発を支援することで連動します。 

 特に「地域性を活かしたモノづくりと新たなサービス創出が活発なまちづくり」（施

策４－４）においては、商工会が「伊賀ブランド」認定支援を継続的に実施してお

り、認定品（商工会地域内で２１事業者・３７品目）の国内外の展示会や商談会への

出展支援を行うことで、市の方針と整合した販路拡大と地域活性化に貢献していま

す。 

 

(イ) 起業・雇用・労働（施策４－４，４－６）：  

 市の施策「多様な主体が地域課題を解決するため起業できるまちづくり」に対し、商

工会は約２０年近く続く創業スクールを継続開催し、創業希望者を計画的に発掘・

育成し、その後のフォローアップ支援にも対応しています。これは小規模事業者の

増加と地域活性化につながる点で整合しています。 

 また、市の「だれもが働きやすく、働く意欲が持てるまちづくり」の方針に対して、

商工会は伊賀市や名張市、上野商工会議所、名張商工会議所と連携し「合同企業説明

会」を開催するなど、労働人口のアプローチと人材確保を目指す取り組みを行って

おり、連動しています。 

 



 
 

(ウ) 中心市街地と各地域の連携（施策４－３）：  

 市の「都市拠点」施策が掲げる中心郊外の空き家・空き店舗の利活用について、商工

会は市の補助金活用を提案し、地域の賑わい創出に繋げることが連動性を持つと考

えます。 

 

このように、伊賀市商工会は、行政（伊賀市）が掲げる長期的な産業・雇用・観光戦略に則り、具

体的な伴走支援（事業計画策定、販路開拓、事業承継、創業）を行うことで、地域経済の好循環の実

現に向けた役割を担い、計画間の有機的な連携を確保しています。 

 

 

（３）経営発達支援事業の目標（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 

 

①重点テーマと目標設定につながる根拠 

重点テーマ 目標設定につながる根拠（課題と計画の方針） 

１．経営の自走化とリ

テラシー向上 

小規模事業者の７１％が事業計画の策定経験がなく、経営の戦略性が欠

如している。本計画では、経営分析（財務＋非財務） や事業計画策定

支援 を通じて、経営者自身がＰＤＣＡサイクルを回せる「経営の自走

化」を実現し、売上増加・生産性向上 につなげることを目標とする。 

２．ＤＸ推進による生

産性向上と収益構造の

改善 

小規模事業者はＩＴ知識不足や高齢化によりＤＸ推進が遅れており、コ

スト高騰（約９５％が仕入価格上昇）を吸収できていない。本計画では、

「ＤＸ推進セミナー・ＩＴ専門家派遣」やＡＩツールの導入支援を通じ

て、業務効率化、生産性向上を図り、結果として営業利益率の向上やリ

ードタイムの短縮を目指す。 

３．販路の多角化と地

域外需要の獲得 

商圏が伊賀市内へ依存している一方、地域市場は縮小しており、販路開

拓力が不足（４５％がほとんど未実施）。本計画では、地域経済の好循環

を創出するため、首都圏、京阪神及び東海３県、海外などへの展示商談

会やオンライン販路（ＥＣ・ＳＮＳ）の開拓支援、当会主催のイベント

への出展支援を重点的に行い、小規模事業者及び地域ブランドの売上増

加を図ることを目標とする。 

４．事業の担い手確保

と事業継続性の確立 

経営者の高齢化と後継者不足により、廃業意向を持つ事業者が多く占め

る。労働力人口不足も深刻。本計画では、創業スクール開催による創業

率の向上 と、事業承継計画策定支援（セミナー等）や専門家派遣等に

よる円滑な事業承継の完了を図り、地域経済の基盤を維持し雇用を確保

する。 

５．地域産業の成長支

援と地域経済への裨益 

地域の活力低下傾向を克服し、市の総合計画「地域経済の好循環」に貢

献するため、本計画では、伊賀ブランドの情報発信や販路開拓、認定支

援や商品開発等を行い、地域の活力維持と活性化に取り組むことを目標

とする。 

 

 

②重点テーマと事業内容、定性目標、定量目標（最終目標（ＫＧＩ）／中間目標（ＫＰＩ）） 

 

１．経営の自走化とリテラシー向上 

項目 内容・目標値・設定理由 

事業内容 

経営分析セミナーを開催し、ローカルベンチマークやＡＩ等を活用し

た財務・非財務の包括的分析を実施する。分析結果に基づき、事業計

画策定セミナーを開催し、計画策定後のフォローアップ巡回を２か月



 
 

ごとに実施。ＡＩ活用ツールを用いて計画作成負担を軽減し、ＰＤＣ

Ａサイクル定着を支援する。 

定性目標 

経営リテラシーを向上させ、外部環境の変化に打ち勝つ「稼ぐ力」を

確立。経営者自身がＰＤＣＡサイクルを回せる「経営の自走化」の実

現。 

最終目標（ＫＧＩ） 

売上増加事業者数（５年間で５４社） 

利益率３％以上増加の事業者数（５年間で５４社） 

売上・利益の増加は、経営発達支援事業の目的であり、計画策定や伴

走支援の結果など、収益構造の改善が実現したかを測定するため。 

中間目標（ＫＰＩ） 

経営分析実施社数（年間５０社） 

事業計画策定社数（年間２０社） 

事業計画策定件数（年間３０件） 

フォローアップ対象事業者数（年間２０～２４社） 

フォローアップ延べ回数（年間１２０～１４４回） 

経営の自走化に向けた課題認識把握の促進（分析）と、体系的な支援

に基づき計画策定を定着させるため。また、計画の着実な実行とＰＤ

ＣＡサイクルの定着、支援密度確保のためフォローアップ支援。 

 

２．ＤＸ推進による生産性向上と収益構造の改善 

項目 内容・目標値・設定理由 

事業内容 

ＡＩ等の活用を含めた経営分析や事業計画の作成を支援し、ＤＸへの

関心を高める。ＤＸに関心の高い事業者を対象に、ＳＮＳ活用やＥＣ

サイト構築等のオンライン販路開拓支援を実施。必要に応じてＩＴ専

門家派遣を活用し、個別支援の質を高める。 

定性目標 
デジタル技術（ＤＸ）の活用による生産性向上とコスト構造の改善を

自立的に行い、「稼ぐ力」を確立。 

最終目標（ＫＧＩ） 

ＤＸ推進による営業利益３％増加率（５年間で１９社） 

ＤＸ推進支援が、単なる効率化に留まらず、実際に売上増加という形

で収益構造改善に貢献したかという最終成果を測定するため。 

中間目標（ＫＰＩ） 

ＤＸ推進による販路開拓支援事業者数（年間３～５社）。 

ＤＸ・デジタル技術を活用した販路拡大（ＥＣサイト、ＳＮＳ等）と

いう具体的な実行プロセスを定量化し、ＤＸ導入を加速させるため。 

 

３．販路の多角化と地域外需要の獲得 

項目 内容・目標値・設定理由 

事業内容 

首都圏・京阪神・海外など広域市場に向けたＢｔｏＢ展示会・商談会

（ＦＯＯＤ ＳＴＹＬＥ ＪＡＰＡＮ、ギフト・ショー等）への出展

支援を重点的に行う。また伊賀市内および県内各地で開催される物産

展等のＢｔｏＣ展示即売会（みえアツマル物産展等）への出展支援を

実施する。出展前のＦＣＰシート作成、ＫＰＩ設定支援、出展時の現

地サポート支援を行い、販路多角化を図る。 

定性目標 
地域内消費への依存から脱却し、外需の獲得による地域経済の好循環

が実現している状態を目指す。 

最終目標（ＫＧＩ） 

売上増加事業者数（５年間で５４社） 

（※本テーマの活動は「売上増加」最終目標（ＫＧＩ）に貢献） 

地域外への販路開拓は、最終的に小規模事業者の売上増加に結びつく

ことが目標であるため。 



 
 

中間目標（ＫＰＩ） 

ＢｔｏＢ展示会商談会出展事業者数（年間３社） 

ＢｔｏＣ展示即売会出展事業者数（年間３社） 

販路開拓に不慣れな事業者のために、首都圏・京阪神など広域市場へ

の計画的な露出機会（出展）を創出するという、実行活動量を測定す

るため。 

 

４．事業の担い手確保と事業継続性の確立 

項目 内容・目標値・設定理由 

事業内容 

創業・第二創業スクールを年１回（計３０時間）開催し、ビジネスプ

ラン作成やマーケティングの基礎知識を提供。スクール終了後は、専

門家による個別相談会で計画をブラッシュアップする。創業後のフォ

ローアップ支援（売上推移、損益構造分析）を継続的に実施する。 

定性目標 
廃業リスクを抑制し、創業希望者に対する切れ目ない支援を通じて、

事業の継続性と多様な人材が活躍する基盤を確立。 

最終目標（ＫＧＩ） 

管内の新規創業者数（５年間累積１５人） 

創業スクールなどの支援活動を通じて、地域経済の活力を維持するた

めの新たな担い手が実際にどれだけ創出されたかという最終成果を測

定するため。 

中間目標（ＫＰＩ） 

創業スクール参加者数（年間２０人） 

創業計画策定社数（年間１０社） 

創業計画策定件数（年間１０件） 

創業フォローアップ対象事業者数（年間３～１２社） 

創業フォローアップ延べ回数（年間６～２４回） 

創業希望者の発掘・育成（スクール参加）と、事業の実現可能性を高

めるための計画策定という実行活動量を測定する。また、創業後のＰ

ＤＣＡサイクル定着を図るため。 

 

５．地域産業の成長支援と地域経済への裨益 

項目 内容・目標値・設定理由 

事業内容 

伊賀ブランド推進協議会として、「ＩＧＡＭＯＮＯ」の認定支援を実

施。認定商品について、商品コンセプト整理、品質向上、パッケージ

デザイン改良等の専門的助言を行う。三重テラス等の域外でのＰＲ活

動や販売デモンストレーションを実施し、地域ブランド力の向上と販

路拡大を支援する。 

定性目標 
伊賀市固有の地域資源を活用し、地域ブランドとして国内外で高い認

知を獲得し、地域経済の好循環が実現している状態を目指す。 

最終目標（ＫＧＩ） 

伊賀ブランド認定支援件数（５年間累積１０品） 

地域資源を活用した特産品の磨き上げとブランド化という、地域産業

支援の具体的な最終成果を測定するため。 

中間目標（ＫＰＩ） 

アンテナショップ出展事業者数（年間２社） 

アンテナショップ来場者数（年間３０人） 

認定品（伊賀ブランド）を含めた地域商品の情報発信と販路開拓・拡

大（地域外への露出）という、ブランド強化に直結する実行活動量を

測定するため。 

 

 

 



 
 

経営発達支援事業の内容及び実施期間 

 

２．経営発達支援事業の実施期間、目標の達成方針 

 

（１）経営発達支援事業の実施期間（令和８年４月１日～令和１３年３月３１日） 

 

（２）目標の達成に向けた方針 

①．経営の自走化とリテラシー向上 

□達成方針：事業計画策定支援による経営の自走化とリテラシー向上 

財務・非財務の両面からの経営分析や事業計画策定支援を通じて、経営者自身がＰＤＣＡサイク

ルを主体的に回せる「経営の自走化」を促進し、経営リテラシーを高める。これにより、売上増加

や生産性向上につながる持続的な成長基盤を構築し、地域経済全体の活力向上に寄与する。 

□設定した理由 

小規模事業者の７１％が事業計画の策定経験を持たず、戦略的な経営が不足している現状があ

る。外部支援に頼るだけでは限界があり、経営者自身が自ら課題を認識し、改善策を実行できる力

を持つことが不可欠である。経営リテラシーを高め、自走的にＰＤＣＡを回せるようになること

で、外部環境の変化に柔軟に対応でき、持続的な成長と地域経済の活性化に直結する。 

□最終目標 

・売上増加目標事業者数  ５年間で５４社 

・利益率３％増加事業者数 ５年間で５４社 

□中間目標 

・経営分析実施社数（財務＋非財務）  ５０社 

・事業計画策定社数（一般＋承継計画） ２０社 

・事業計画策定件数（一般＋承継計画） ３０件 

・フォローアップ 年間対象事業者数  ２０社～２４社 

・フォローアップ 年間延べ回数    １２０回～１４４回 

 

②．ＤＸ推進による生産性向上と収益構造の改善 

□達成方針：伴走型支援による課題解決と経営基盤強化 

小規模事業者が抱える需要開拓、人材育成、業務効率化、資金繰りなどの多様な経営課題につい

て、定期的な訪問や面談を通じて現状把握と課題の見える化を行い、事業者の状況に応じた伴走型

支援を実施する。具体的には、経営計画の策定支援、マーケティング指導（ＤＸ・ＳＮＳセミナー

等）、ＩＴ・デジタルツール導入支援、販路開拓支援などを行い、必要に応じて専門家派遣制度を

活用して個別支援の質を高める。 

□設定した理由 

小規模事業者はＩＴ知識不足や高齢化によりＤＸ推進が遅れていること、日々の業務に追われ、

課題を体系的に整理する余裕がなく、経営改善に取り組む時間や知識が不足している。そのため、

外部からの伴走型支援によって課題を可視化し、解決策を提示することが不可欠である。さらに、

単発的な助言ではなく継続的なフォローアップを行うことで、改善の定着と成果の持続が可能と

なり、事業者の経営基盤を強化することができる。 

□最終目標 

・ＤＸ推進による営業利益３％増加率 ５年間で１９社 

□中間目標 

・ＤＸ推進による販路開拓 年間支援事業者数 ３～５社 

 

③．販路の多角化と地域外需要の獲得 

□達成方針：販路の多角化と地域外需要の獲得 



 
 

首都圏・京阪神・東海３県・海外などの広域市場に向けた展示商談会への参加支援や、ＥＣ・Ｓ

ＮＳ等を活用したオンライン販路の開拓支援を重点的に行うとともに、地域資源を活用したイベ

ントの企画・開催や各都市での展示会・即売会への出展支援及び、当会のイベントを開催すること

で事業者の認知度向上と販売機会の拡大を図り、販路の多角化と地域外需要の獲得を実現する。こ

れにより、小規模事業者及び地域ブランドの売上増加を促進し、地域経済全体の活力向上と持続的

な発展に寄与する環境を整備する。 

□設定した理由 

伊賀市内に依存する商圏は縮小傾向にあり、４５％の事業者が販路開拓にほとんど取り組めて

いない現状がある。こうした状況を打破するためには、地域外市場への進出やオンライン販路の活

用を支援するとともに、イベントや展示会を通じて顧客との交流機会を創出し、事業者の認知度を

高めることが不可欠である。これらの取組を総合的に展開することで、需要の新規獲得と販路の多

角化を同時に実現し、地域経済の好循環を生み出すことができる。 

□最終目標 

・売上増加目標事業者数 ５年間で５４社 

（※本テーマの活動は『１．経営の自走化とリテラシー向上』に掲げた「売上増加」最終目標（Ｋ

ＧＩ）に貢献） 

□中間目標 

・展示会・商談会 年間出展事業者数 ３社 

・展示即売会   年間出展事業者数 ３社 

 

④．事業の担い手確保と事業継続性の確立 

□達成方針：創業・承継支援による担い手確保と地域経済基盤の維持 

経営者の高齢化と後継者不足により廃業意向を持つ事業者が増加している現状を踏まえ、創業

スクールの開催による創業数の向上と、事業承継計画策定支援や専門家派遣等による円滑な事業

承継の完了を一体的に推進する。 

創業希望者の発掘と育成を目的としたスクールでは、創業計画策定に必要な基礎知識や実務的

スキルの習得を支援し、事業コンセプトの整理や収支計画の精査、マーケティング手法の検討など

を専門家による個別相談でブラッシュアップすることで、精度の高い創業計画書の作成を後押し

する。これらの取組を総合的に展開することで、地域に根ざした持続可能な創業を促進し、事業承

継と創業の両面から担い手を確保し、地域経済の基盤維持と新規雇用創出を実現する。 

□設定した理由 

伊賀市では経営者の高齢化と後継者不足が深刻化し、廃業意向を持つ事業者が増加している一

方で、労働力人口の減少も進んでいる。このままでは地域経済の持続性が損なわれ、雇用機会も失

われる危険がある。したがって、既存事業の承継を円滑に進めると同時に、新たな担い手を創出す

ることが不可欠である。創業スクールや専門家による支援を通じて創業希望者を育成し、承継と創

業を両輪で推進することで、地域経済の基盤を維持しつつ持続的な発展を確立できるため、この目

標を掲げる。 

□最終目標 

・管内の新規創業者数 ５年間累計 １５人（年間３人×５年） 

□中間目標 

・創業スクール参加者数  年間２０人 

・創業計画策定社数   年間１０社 

・創業計画策定件数  年間１０件 

・創業フォローアップ  年間対象事業者数３～１２社 

・創業フォローアップ  年間延べ回数６～２４回 

 

⑤．地域産業の成長支援と地域経済への裨益 

□達成方針：伊賀ブランド強化による地域産業の成長支援 



 
 

地域の活力低下傾向を克服し、市の総合計画「地域経済の好循環」に貢献するため、伊賀ブラン

ドの情報発信や販路開拓、認定支援、商品開発を一体的に推進する。具体的には、地域資源を活用

した特産品の創出および磨き上げを促進し、伊賀ブランド認定取得に向けた支援を継続的に実施

する。商品コンセプトの整理、品質向上、パッケージデザイン改良、ストーリー性の付与など、ブ

ランド価値の向上に資する専門的助言を行うとともに、認定審査に必要な書類作成支援やブラッ

シュアップ指導を実施する。 

これまでに商工会地域内の事業所では２１事業者・３７品目が伊賀ブランド認定を受けており、

今後も地域資源を活かした商品開発を後押しすることで、地域ブランド力の向上と販路拡大、アン

テナショップを活用した認知度向上を図り、地域経済の活性化に寄与する。 

□設定した理由 

伊賀市では地域市場の縮小や活力低下が進んでおり、地域経済の持続的発展に向けて新たな成

長の柱が求められている。地域資源を活用した特産品の開発とブランド化は、事業者の販路拡大や

認知度向上に直結し、地域外需要の獲得にもつながる。既に伊賀ブランド認定を受けた事業者・品

目の実績があることから、認定支援や商品開発を継続的に強化することで、地域産業の競争力を高

め、地域経済全体の好循環を生み出すことができるため、この目標を掲げる。 

□最終目標 

・伊賀ブランド認定支援件数 年間２品（５年間１０品） 

□中間目標 

・アンテナショップ出展   年間出展事業者数 ２社 

・アンテナショップ来場者数 ３０人（５年間１５０人） 

 

 

３．地域の経済動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

伊賀市商工会は会員事業者の経営状況把握のため、毎月の会員一斉訪問調査を実施している。ま

た、全国商工会連合会事業である地域景況調査（四半期ごとに１５事業者対象）や、過去５年間に

わたる小規模事業者実態調査を通じて、地域の経済状況や小規模事業者の経営動向について一定

程度の情報を収集している。現在は１００者を対象にアンケート調査を行い、その分析結果をホー

ムページ上に公開しており、これまでに５年分の累積データを保持している。 

 

【課題】 

一方で、現行の地域景況調査はサンプル数が限られており、調査結果は対象事業者に提供されて

いるものの、小規模事業者全体へのフィードバックや情報共有が十分ではない。加えて、過去５年

間に実施している１００者アンケートについては、回答が特定業種に偏る傾向があり、地域内の多

様な業種を十分に反映できていない点が課題である。さらに、国が提供するビッグデータや高度な

分析手法を十分に活用できておらず、地域経済の詳細な動向把握や将来予測、政策的な活用に結び

ついていない現状がある。 

 

（２）目標 

内 容 現行 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10 年度 Ｒ11 年度 Ｒ12 年度 

①地域の経済動向分析の

公表回数 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

②景気動向分析の公表回

数 
１回 １回 １回 １回 １回 １回 

 

（３）事業内容 



 
 

 ①国が提供する地域の経済動向データの活用 

  伊賀市内の小規模事業者の成長・発展を支援するため、地域の特性や強みを活かした産業や売上

の拡大が期待できる事業者に対し、経営指導員等が国の提供する「ＲＥＳＡＳ（地域経済分析シス

テム）」や伊賀市の統計資料等を活用して地域経済動向の分析を行う。分析結果は、年１回ホーム

ページ上で公表し、地域内事業者の経営戦略や事業計画策定に活用できるようにする。 

  

 ②管内景況調査の実施 

管内小規模事業者の経営状況や地域経済の景気動向をより詳細に把握するため、独立行政法人

中小企業基盤整備機構が実施する「小規模企業景気動向調査」に独自の調査項目を追加し、管内小

規模事業者全てを対象に年１回、調査・分析を行う。 

 【調査対象】管内小規模事業者全て 

 【調査項目】売上、仕入、営業利益、資金繰り、設備投資、人手不足、事業承継 等 

【調査手法】オンラインフォーム（Ｇｏｏｇｌｅフォーム等）巡回時配布 

回収率向上のため、電話フォローと商工会窓口での回収を実施 

データ集計はＥｘｃｅｌ等にて算出 

【分析手法】経営指導員等が専門家と連携して分析を行う 

 

（４）調査結果の活用 

 ①管内小規模事業者の地域経済や経営状況の分析結果は、伊賀市商工会のホームページに掲載し、 

広く管内事業者や関係機関に周知する。これにより、事業者自らが経営改善や事業戦略策定に活 

用できるよう情報提供を行う。 

 ②経営指導員等は、会員一斉訪問や窓口指導の際に、収集・分析した情報を参考資料として活用す 

ることで、個別指導の質を高め、的確な助言や経営改善支援を行う。 

 

 

４．需要動向調査に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

伊賀市商工会では、国・県の各種補助金事業や伴走型支援事業において支援対象となる小規模事

業者に対し、事業計画の作成や事業遂行の段階で商品の需要動向調査を実施している。現在は伴走

型支援事業の一環として、展示会や即売会に事業所へ帯同し、来場者を対象としたアンケート調査

でＧｏｏｇｌｅフォーム等を用いて行っている。これらの調査をイベントごとに継続的に実施す

ることで、事業者に対して需要動向に関する情報提供を行い、販路開拓や商品改善に役立ててい

る。 

 

【課題】 

現在、伴走型支援事業の一環として展示会や即売会に事業所へ帯同し、来場者を対象としたアン

ケート調査をＧｏｏｇｌｅフォーム等で実施している。しかし、この取組においては、出展者の顔

ぶれが毎回ほぼ同じであり、新規事業者や多様な業種の参加が十分に確保されていない。 

この結果、調査対象となる商品やサービスが限定され、需要動向の把握や販路拡大の効果が偏り

やすいという課題が生じている。より幅広い事業者の参加を促す仕組みを整えることで、調査の信

頼性と地域経済への裨益を高める必要がある。 

 

（２）目標 

 内 容 現行 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10 年度 Ｒ11 年度 Ｒ12 年度 

①ＢｔｏＢ展示会・商談会

でのアンケート調査 
３社 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 



 
 

②ＢｔｏＣ地域の物産展等

におけるアンケート調査 
５社 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

 

（３）事業内容 

 ①ＢｔｏＢ展示会・商談会でのアンケート調査 

  販路開拓を目指すものづくり関連事業者の商品や、特産品（伊賀焼き等）を活用して農商工連携

や独自開発してきた商品で、商品化に至っていないものを完成させたうえで展示会・商談会に出展

し、来場者によるアンケート調査を実施する。調査結果は分析し、事業者にフィードバックすると

ともに、事業計画策定支援に反映させる。 

【調査対象】来場者等に対して商談シートによる調査を行う 

【調査項目】取引条件等（業種・業態により都度検討） 

【調査手法】各都市で開催される展示会・商談会に出展支援を行い、出展事業者の商品について、

来場者からの聴き取り内容を経営指導員等が確認しながら、Ｇｏｏｇｌｅフォーム等

を用いてアンケート票に入力。 

【分析手法】調査結果は、販路開拓等の専門家に意見を聞き、経営指導員等が分析を行う。  

【サンプル数】来場者６０人（選定した３品×２０人） 

  

 ②ＢｔｏＣ地域の物産展等におけるアンケート調査 

県連および当会または地域主催イベント等に出展する事業者の商品に対して、より詳細なニー

ズを把握するために、来場者に対してアンケート調査を実施する。 

【調査対象】地域の物産展等で来場者に対してアンケートを行う 

 【調査項目】来店理由、購入商品、興味度 等 

【調査手法】出展事業者の商品について、来場者からの聴き取り内容を経営指導員等が確認しなが

ら、Ｇｏｏｇｌｅフォーム等を用いてアンケート票に入力。 

【分析手法】調査結果は、分析ソフト等を活用し、経営指導員等が分析を行う。 

【サンプル数】来場者６０人（選定した３品×２０人） 

 

（４）調査結果の活用 

   アンケート調査で得られた情報は、事業者にフィードバックし、商品のブラッシュアップや事業

計画策定支援に活用することで、販路拡大につなげる。Ｇｏｏｇｌｅフォームを利用することで、

収集したデータは即座にデジタル化され、分析や事業者へのフィードバックに迅速に活用できる。 

また、データ可視化ツールを活用し、事業者が直感的に理解できる形で情報共有を行うことで、

ＤＸ対応型の支援体制を構築につなげる。 

 

 

５．経営状況の分析に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

  経営状況分析の多くは、小規模事業者経営改善貸付（マル経融資）や三重県中小企業融資制度（小

規模事業資金）の融資相談時に実施されている。また、小規模事業者持続化補助金や国・県の各種

補助金申請支援に際しても経営分析を行っているが、その内容は審査書類の記載項目に対応する

範囲にとどまり、事業者の経営課題を包括的に把握するまでには至っていない。 

また、近年はＡＩの発達が目覚ましい一方で、パソコン操作に不慣れな事業者も少なくない。し

かし、ＡＩへの関心は確実に高まっており、講習会を開催すると１０事業所以上が参加することも

あるなど、ＡＩを含むデジタル技術を活用する事業所は徐々に増加しているのが実情である。 

 

【課題】 



 
 

小規模事業者の経営改善を継続的に支援するためには、財務分析等の定量的視点に加え、経営者

の強み・市場環境・事業構造など定性的な視点を踏まえた総合的な経営分析が必要である。 

しかし、現状では日常の相談業務や補助金申請支援の中で体系的な分析が十分に行われておら

ず、また、経営者側の分析スキル向上も十分とは言えない。さらに、ＡＩを活用している事業所も

確かに存在する一方で、パソコン操作やデジタル技術に不慣れな事業者も多く、このままでは事業

者間での活用度に差が広がり、両極化が進む恐れがある。 

 

（２）目標 

支援内容 現行 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10 年度 Ｒ11 年度 Ｒ12 年度 

①セミナー開催回数 １回 １回 １回 １回 １回 １回 

分析件数（セミナー） ５件 ５社 ５社 ５社 ５社 ５社 

②分析件数（巡回・窓口・

記帳時） 
４５件 ４５社 ４５社 ４５社 ４５社 ４５社 

分析件数合計 ５０件 ５０社 ５０社 ５０社 ５０社 ５０社 

 

（３）事業内容 

 ①「経営分析セミナー」の開催 

   経営分析に取り組む事業者の発掘・育成を目的として「経営分析セミナー」を開催する。 

セミナーでは、ＡＩ等を活用して補助金申請等に限らない本質的な経営分析の重要性を理解い

ただくとともに、「巡回・窓口相談・記帳決算支援」の場を活かして財務分析の必要性を丁寧

に説明し、経営分析への参加促進を図る。 

【募集方法】小規模事業者を対象に会員訪問時にネットＳＣＩ（短信）等の配布や商工会ＬＩＮＥ

により募集する。 

 【内  容】補助金申請等に限らない本質的な経営分析の重要性を理解いただくとともに、「巡回・

窓口相談・記帳決算支援」の場を活かして財務分析の必要性を丁寧に説明し、凡例デ

ータ等を用いて財務・非財務を可視化し、強み・課題・機会を自ら発見し、経営計画

策定を促す。また、副次効果として参加者自身がＡＩソフトを利用し、ケーススタデ

ィ形式で講義に参加することで操作性および有用性を理解してもらい普及につなげ

る。 

 

 ②個別経営分析の実施 

  セミナー参加者５社に加え、巡回・窓口相談・記帳決算支援を通じて経営課題が確認された事業 

者のうち４５社、合計５０社を対象とする。個別の経営分析を実施し計画策定を促す。 

 【分析項目】財務分析、非財務分析（ＳＷＯＴ）、市場・顧客ニーズ 等 

【分析手法】ローカルベンチマーク、経営計画策定ツール、ＡＩ活用による経営分析 等 

 【成 果 物】課題抽出シート、分析レポート、経営計画（素案） 等 

 

（４）分析結果の活用 

分析結果は速やかに事業者へフィードバックし、現状の理解と課題認識につなげる。特にＡＩを

用いた可視化資料、同業比較データ、改善シミュレーション等を活用することで、事業者が自ら経

営改善策を検討しやすい環境を整える。 

また、これらの結果はデータベース化し、指導員間で共有することにより、支援品質および指導

員のスキル向上に資する体制を構築する。 

 

 

６．事業計画策定支援に関すること 

 



 
 

（１）現状と課題 

【現状】  

現状の事業計画書の作成支援は、主に経営革新計画、三重県版経営向上計画、各種補助金申請時、

または金融機関から事業計画提出を求められた事業者からの依頼に基づき実施している。積極的

な働きかけを行っているのは、三重県版経営向上計画の申請支援および経営計画作成セミナー時

である。 

 

【課題】 

中小企業白書より、小規模事業者の事業計画作成状況を見ると、毎年作成している事業者は約１

４％、数年に一度作成している事業者は約１５％にとどまり、７１％の事業者が事業計画を作成し

た経験がないことが示されている。多くの事業者が事業計画を持たない状況にあるため、計画策定

経験のない事業者への働きかけを強化し、事業計画の重要性を理解させるとともに、策定支援を通

じて経営改善の定着を図る必要がある。 

 

（２）支援に対する考え方 

会員訪問時による巡回指導および窓口相談時に、会報（ネットＳＣＩ等）を活用して事業計画策

定の重要性を周知し、未策定事業者の掘り起こしを行う。また、記帳指導や経営分析セミナーを通

じて財務状況・市場動向を分析した事業者に対しては、その結果に基づき事業計画策定の必要性を

説明し、地域経済動向、財務分析結果、市場調査等を踏まえた計画策定支援へ誘導する。 

さらに、持続化補助金・ものづくり補助金等の申請、融資斡旋を契機として、事業者が自らの事

業計画を具体化できるよう支援を行い、実効性のある計画策定につなげる。また、創業スクール受

講生や新規創業者に対しては、創業計画やビジネスプランの策定を後押しするとともに、既存事業

者に対しても、事業承継計画の策定支援を実施し、持続的な経営基盤の構築を支援する。 

 

（３）目標 

支援内容 現行 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10 年度 Ｒ11 年度 Ｒ12 年度 

事業計画策定社数 ― ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 ２０社 

事業計画（創業）策定社数 ― １０社 １０社 １０社 １０社 １０社 

事業計画策定社数（合計） ― ３０社 ３０社 ３０社 ３０社 ３０社 

事業計画策定件数 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 ３０件 

事業計画（創業）策定件数 １０件 １０件 １０件 １０件 １０件 １０件 

事業計画策定件数（合計） ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 ４０件 

 

（４）事業内容 

 ①「事業計画策定セミナー」の開催 

 【目  的】補助金申請に限らない本質的な経営改善を目的として、事業計画策定の重要性を理解

し、新事業展開や販路開拓、創業・事業承継に向けた持続的な経営改善を図る。 

 【支援対象】経営分析等を行った小規模事業者 

 【募集方法】小規模事業者を対象に会員訪問時にネットＳＣＩ（短信）等の配布や商工会ＬＩＮＥ

により募集する。 

 【講  師】中小企業診断士 等 

 【回  数】年１回 

 【カリキュラム】小規模事業者自らが分析結果を踏まえて、行動計画や数値目標を設定し、商品改善や

販路拡大などの具体的施策を立案する。担当者や期限を明記したアクションプランを

作成し、参加者はケーススタディ形式でＡＩソフトを活用しながら、自社の課題を整

理し計画に落とし込むプロセスを学び、実践的な改善に結びつける。 



 
 

 【参加者数】１０名程度 

 【成果指標】経営計画策定件数、事業計画策定件数、補助金申請件数 等 

  

 ②個別事業計画の策定 

 【支援対象】経営分析を行った小規模事業者 

【手段・手法】経営指導員等の担当制による伴走支援を実施する。経営指導員等が事業者ごとに継

続的なフォローを行い、計画書の完成まで支援する体制を整える。必要に応じて外

部専門家（中小企業診断士、税理士等）を活用し、計画の妥当性・実現可能性を高め

る。ＡＩを活用した事業計画作成支援ツール（文章生成、計数シミュレーション、自

動レポート作成等）を用いることで、事業者の作成負担を軽減し、計画書の質向上に

つなげる。 

【成果指標】経営計画策定件数、事業計画策定件数、補助金申請件数 等 

 

③創業・第二創業スクールの開催 

当地域では、小規模事業者数が減少傾向にあり、地域経済の維持・発展のためには、新たな創

業者の育成が重要な課題となっている。このため、本会では「創業・第二創業スクール」を開催

し、創業希望者に対する体系的な研修および事業計画策定支援を実施する。 

創業スクールでは、創業に必要となる基礎的知識の習得とともに、受講者が自らの事業計画を 

作成できるよう、実践的なカリキュラムを編成する。また、三重県、伊賀市、名張市、株式会社 

日本政策金融公庫、三重県信用保証協会、三重県産業支援センター、ゆめテクノ伊賀等の関係機 

関と連携し、創業支援体制の強化を図る。 

 

【対 象 者】創業者（５年未満）、創業予定者、第二創業予定者 

 【募集方法】チラシ配布（新聞折込、会員訪問時、市役所窓口、関係機関へ郵送等）、当会ホーム

ページ、ＳＮＳ掲載による告知 

 【回 数】年１回 ９月～１０月頃 ６時間／日×５日間 計３０時間 

 【カリキュラム】創業環境の現状分析、創業のビジョンとビジネスモデル構築、開業準備およびマーケ

ティング基礎、営業・販売戦略、会計および数字管理の基礎知識、事業アイデアの創

出、ビジネスプラン作成、ビジネスプラン発表・講評、スタートアップ支援 等 

 【参加者数】２０名 

 

 ④創業・第二創業に伴う事業計画策定支援 

  創業スクール終了後、受講者が作成した事業計画書について、専門家による個別相談会を実施

し、計画内容のブラッシュアップを行う。また管内で創業予定の小規模事業者を含む。 

 【支援対象】創業スクール受講者及び創業予定者 

【手段・手法】経営指導員と外部専門家が連携し、売上予測の妥当性、資金計画、収益性の確保など、

事業の実現可能性を高めるための指導を行い、事業計画書の完成につなげる。必要に

応じて日本政策金融公庫、金融機関、信用保証協会等との連携により、創業資金調達

に向けた計画のブラッシュアップも支援する。第二創業者については、既存事業の転

換・強化を見据え、専門家を活用し、事業再構築や承継後の経営改善につながる計画

策定を支援する。 

 

 

７．事業計画策定後の実施支援に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】  

事業計画の作成支援は、現状では金融斡旋時や補助金申請時に限定的に行われており、計画策定



 
 

後の実施段階における継続支援は十分とは言えない状況にある。融資関連については事後指導、持

続化補助金等については進捗状況の確認等を行っているものの、継続的・体系的な実施支援は確立

していない。 

 

【課題】  

小規模事業者においては、日常業務の多忙さから事業計画の実行が遅延する、あるいは実行され

ないケースも見られる。そのため、事業計画策定後の進捗状況を継続的に確認し、適切な助言や伴

走支援を提供できる体制の構築が喫緊の課題となっている。 

 

（２）支援に対する考え方 

事業計画を策定したすべての事業者を支援対象とし、進捗状況に応じてフォローアップの優先

度・頻度を調整する体制を構築する。具体的には、計画の実施に遅れが生じている事業者に対して

は支援回数を増やし、課題整理や改善策の提示を行う一方で、計画が概ね順調に進んでいる事業者

については支援頻度を適正化し、効率的かつ効果的な支援を実施する。 

商工会が有する広範なネットワーク、地域の支援機関との連携、最新の経営情報、さらに専門家

派遣制度等を最大限に活用し、事業計画に基づく実施支援を継続的に行う。これにより、小規模事

業者の経営力の向上、事業規模の拡大、新商品開発、異業種分野への進出等、成長に向けた取り組

みが円滑に進むよう支援する。 

最終目標として、経営者自身がＰＤＣＡサイクルを回せる「経営の自走化」を実現目標とする。 

 

（３）目標 

 支援内容 現行 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10 年度 Ｒ11 年度 Ｒ12 年度 

①フォロー

アップ 

対象事業者数 ３０社 ２０社 ２０社 ２２社 ２２社 ２４社 

頻度（延回数） １２０回 １２０回 １２０回 １３２回 １３２回 １４４回 

②創業フォ

ローアップ 

対象事業者数 ５社 ３社 ５社 ７社 ９社 １２社 

管内創業者数 － ３社 ６社 ９社 １２社 １５社 

頻度（延回数） ３０回 ６回 １０回 １４回 １８回 ２４回 

フォローア

ップ合計 

対象事業者数 ３５社 ２３社 ２５社 ２９社 ３１社 ３６社 

頻度（延回数） １５０回 １２６回 １３０回 １４６回 １５０回 １６８回 

売上増加事業者数 ２０社 １０社 １０社 １１社 １１社 １２社 

利益率３％増加の事業者数 ２０社 １０社 １０社 １１社 １１社 １２社 

 ※事業計画を立てても即創業に至るとは限らないため、実際に創業した事業者を対象にフォロー

アップを実施する。 

 

（４）事業内容 

 ①フォローアップ支援の実施 

＜２か月ごとの進捗確認支援＞ 

経営指導員が２か月ごとに今年度や過年度に事業計画策定を策定した事業者に対し、売上・

利益・資金繰り等の主要ＫＰＩの確認、行動計画の実施状況の検証、必要に応じた事業計画の

修正助言を行い、事業実施の確実性を高める。 

＜毎月の訪問時での重点的支援＞ 

全職員による月次訪問において、事業計画の進捗状況・経営課題・実施状況を聴き取り、進

捗状況が芳しくない、重点的支援が必要な事業所について職員間で共有する。課題に応じた対

応・改善策について、職員間で検討し、支所単位でのチーム支援体制を構築する。 

＜専門家派遣による高度専門的支援＞ 

訪問・巡回等で確認された課題について、必要に応じて経営支援会議で検討し、専門的支援

が必要と判断した事業者には、県単専門家派遣事業・制度改正に伴う専門家派遣・事業承継ネ



 
 

ットワーク専門家派遣等を活用し、伴走型・高度専門支援を実施する。 

    事業計画と実績に乖離が見られる場合、遅延要因の分析・対応策の検討・フォローアップ頻

度の増加を行い、早期に事業計画の軌道修正を図る。 

   

②創業・第二創業者のフォローアップ支援 

 ＜フォローアップ支援＞ 

   創業スクール受講者および創業希望者で事業計画を策定した事業者に対し、経営指導員がフ

ォローアップを行う。創業に対する課題解決や、創業準備状況の確認、資金調達の相談、補助

金申請の支援等を行う。さらに、創業後の事業実績を踏まえ、新たな経営課題の抽出・事業計

画の見直し・営業戦略・価格設定・販促の改善等の助言を行う。 

＜創業スクール受講後の状況把握＞ 

   創業スクール受講者に対し、その後の創業状況等についてアンケート調査を実施し、現状を把

握する。 

＜半期ごとの創業のフォローアップ支援＞ 

 創業者または年内創業予定者に対し、現在の状況を把握し、課題の発掘に努め、課題解決につ

ながるよう支援する。 

 

 

８．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

実態調査によれば、多くの小規模事業者の商圏および取引先は伊賀市内に集中している。一方

で、本地域では人口減少や事業者数の減少が進み、地域市場は縮小傾向にある。そのため、商工会

では他地域で開催される展示会や商談会への参加を推進している。また、商品価値を高めるため、

地域の豊富な資源（歴史、伝統文化、特産品）の一部ブランド化について支援し、伊賀市の認定商

品が増えつつある。 

しかし、伊賀市の認定商品を含めた、多くの小規模事業者は情報発信・販路開拓が不得手であり、

事業者ごとの市場・ターゲットに合わせた支援が求められている。また、地域内の小規模事業者は

オンライン販路開拓に関心があるが、高齢化・ＩＴ知識不足・人材不足によりＤＸ推進が停滞して

いる。 

 

【課題】 

  優れた商品・製品を持ちながら販路が地元に限定されている事業者、新規開発商品が販路拡大に

つながらない事業者が多いことから、平成３０年度より伴走型小規模事業者支援推進事業を活用

し、首都圏等での展示会出展を進めてきた。 

  伊賀ブランドは、個々の製品では高い評価を得ているものの、ブランド全体としての統一感に欠

けている。そのため、伊賀米や地酒、伊賀焼きなど製品ごとには知名度があるが、「伊賀ブランド」

としての一体感が消費者に十分伝わっていない。統一的なブランドイメージを形成できていない

ことから、消費者にとっては「伊賀ブランド」として認識されにくい。結果として、ブランド力の

浸透や市場での競争力強化につながっていない点が課題である。 

 ＤＸ推進について小規模事業者の理解促進と実装支援（ＥＣ、ＳＮＳ等）を進めていく必要があ

る。 

 

（２）支援に対する考え方 

  商工会が単独で大規模展示会を開催することは困難であるため、首都圏や海外で開催される展

示会・商談会への出展支援と、県内での特産品を扱う展示即売会への出展支援を組み合わせて、新

たな需要開拓を図る。 



 
 

  出展対象者は販路開拓に不慣れな事業者や伊賀ブランドを扱う事業者を想定する。出展に際し

ては、ＦＣＰシート（商品カード）の作成支援・ターゲットバイヤーの明確化・出展目的・成果指

標（ＫＰＩ）の設定・商談用資料の整備等、事前準備の段階から経営指導員が伴走支援を行う。 

また出展期間中は、商品陳列の改善・接客方法の助言・バイヤー対応のサポート等きめ細かな現地 

支援を行う。さらに、出展後にはフォローアップを実施し、商談結果の回収・課題の振り返り・改 

善策の提示を行い、次回出展や販路戦略に反映させる。 

 ＤＸ推進について、ＤＸ推進に関心及び販路拡大意欲の高い事業者を対象にＳＮＳ発信やＥＣ

サイト構築などを支援していく。必要に応じてセミナー開催やＩＴ専門家派遣を実施する。 

これらの取り組みにより、小規模事業者の新たな市場開拓力の強化、地域外売上の獲得、持続的 

 な事業成長につなげる。 

 

（３）目標 

 現行 Ｒ８年度 Ｒ９年度 Ｒ10 年度 Ｒ11 年度 Ｒ12 年度 

①展示会・商談会出展事

業者数 
３社 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

成約件数／社 １件 １件 １件 ２件 ２件 ３件 

②展示即売会出展事業者

数 
５社 ３社 ３社 ３社 ３社 ３社 

売上額（円）／社 １２万 １０万 １０万 １０万 １２万 １２万 

③アンテナショップ出展

事業者数 
－ ２社 ２社 ２社 ２社 ２社 

来場者数（人） － ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 ３０人 

④ＤＸ推進による販路開

拓支援事業者数 
－ ３社 ３社 ４社 ４社 ５社 

営業利益増加率／社 － ３％ ３％ ３％ ３％ ３％ 

 

（４）事業内容 

①展示会・商談会（ＢｔｏＢ） 

   小規模事業者が自ら首都圏・中部圏・関西圏・海外の展示会・商談会へ出展することは、費用面・

ノウハウ面の負担が大きく、単独での参加が困難である。そのため商工会は、首都圏・中部圏・関

西圏の主要展示会への出展支援を実施する。 

県商工会連合会等から提供される展示会・商談会情報の周知や出展事業者の選定と事前準備支援

を通じて、積極的な販路開拓を促進する。また、出展事業者のうち伊賀ブランドを取り扱う事業者

の出展支援を行う。 

 

【想定する展示会・商談会】（参考）ＢｔｏＢ 

＜ＦＯＯＤ ＳＴＹＬＥ ＪＡＰＡＮ＞ 

 特徴・・・「外食・中食・小売業界のバイヤーが来場する総合食品展示会であり、地域食品・ 

加工品の業務用需要の獲得に適している。当会では、地域事業者の商品特徴を踏 

まえ、業務用提案の強化、メニュー提案、販促資料の整備等を支援し、事業者の 

新たな販売チャネルの獲得と市場ニーズの把握につなげる。 

 出展事業者・・・食品製造関連事業者２～３社を選定 

 展示会規模・・・出展者数６６９社、来場者数３６，３０２名（２日間） 

 

＜東京インターナショナル・ギフト・ショー＞ 

 特徴・・・生活雑貨・ギフト関連事業者が多数出展する国内最大級の商談会であり、食品事 

業者にとっても「ギフト商材」として新たな市場を開拓する好機である。当会で 



 
 

は、ギフト需要を意識したパッケージ改善、セット商品の企画、ＰＲ資料作成な 

どを支援し、新たな販売層へのアプローチを促進する。 

 出展事業者・・・食品製造関連事業者２～３社を選定 

 展示会規模・・・出展者数 ３，０００社、来場者数２２４，４０１ 名（３日間） 

 

＜しんきんビジネスマッチングフェア＞ 

 特徴・・・地東海地区３４信用金庫が主体となり、ものづくりをはじめ、ポートメッセなご 

やに自慢の商品、技術、情報、知恵を持ち寄って、展示・ＰＲします。信用金庫 

ネットワークを活かした商談機会を提供し、新規顧客・仕入先の開拓、および異 

業種との交流を促進する。 

 出展事業者・・・ものづくり関連事業者２社～３社を選定 

 展示会規模・・・出展者数５４０社、来場者数５，０２５名（１日間） 

 

 ②展示即売会（ＢｔｏＣ） 

当会では、地域事業者の商品力向上と新たな需要開拓を図るため、伊賀市内および県内各地で開

催される物産展等の展示即売会への出展支援を実施する。これに加え、将来的な首都圏への販路

拡大を視野に、地域商品の魅力発信力を高める取り組みも併せて行う。 

 

【想定する展示即売会】（参考）ＢｔｏＣ 

＜みえアツマル物産展ｉｎ近鉄四日市＞ 

 特徴・・・地域事業者の商品力向上と新たな需要開拓を目的として、「みえアツマル物産展    

ｉｎ近鉄四日市」への出展支援を実施する。本事業は三重県商工会連合会が主催

する事業で、自社商品の特徴や魅力を来場者へ直接訴求できる場であり、消費者

との対話を通じた商品改善や販路開拓の契機となるものである。 

 出展事業者・・・食品関連及びものづくり関連事業者３社～５社を選定 

 参加者規模・・・出展者数３８社、来場者数約３，５００人 

 

③アンテナショップ出展 

当会では、伊賀ブランドの情報発信と認知度向上を図るためイベントを開催する。 

 

【想定するアンテナショップ等】（参考） 

＜三重テラス （首都圏アンテナショップ）＞  

 特徴・・・三重県のアンテナショップである三重テラスへの出展・展示を通じ、地域商品の 

        常設的なＰＲ機会をつくり、首都圏消費者・バイヤーへの認知向上を図る。短期 

        型の商談会では得られない、商品の反応把握や継続的な販促が可能となるため、 

将来的な取引拡大に向けたテストマーケティングの場として支援を行う。 

 出展事業者・・・食品製造関連事業者、観光関連事業者２社～３社を選定 

 展示会規模・・・年間来場者数３２２，５７９人、年間売上高１５９，８５０千円 

 

④ＤＸ推進による販路開拓支援 

小規模事業者の商品・サービスの販路拡大を支援するため、ＳＮＳ活用やＥＣサイト構築等のＤ

Ｘ化を推進していく。 

 

 

９．事業の評価及び見直しをするための仕組みに関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 



 
 

  毎年度、伊賀市職員および正副会長、事務局長、経営指導員が事業実施状況について報告を行い、

その内容を基に評価・検討を実施している。また、専門家等の有識者による事業成果の評価を受け、

必要に応じて計画の見直しを行っている。しかしながら、一部の事業では目標値の達成に至らない

ものもあり、ＰＤＣＡサイクルが十分に機能していない状況が見受けられる。 

 

【課題】 

事業の中には、当初計画どおりに実施できていないものが存在するため、課題の抽出と原因分析

を適切に行い、改善策を明確化した上で、より効果的な計画立案につながる仕組みの構築が求めら

れている。特に、検証と改善のプロセスを強化し、ＰＤＣＡの実効性を高める体制づくりが必要で

ある。 

 

（２）事業内容 

本計画では、ＰＤＣＡサイクルに基づく継続的な評価・検証・見直しの実施を基本とする。毎年

度、事業実施状況の評価および検証を行い、必要な見直しを適宜実施する。その際、外部のコンサ

ルタント等の有識者による客観的な評価と検証を行い、計画の見直し案を提示する。 

提示された見直し案については、経営発達支援事業委員会において審議・決定し、決定した見直 

し計画は理事会へ報告し、承認を得る。承認された計画は、計画期間中、商工会ホームページ等を 

通じて公表し、透明性を確保する。 

 

なお、経営発達支援事業委員会の構成メンバーは以下のとおりとする。 

・外部有識者（経営コンサルタント等） 

・伊賀市産業農林部 商工労働課 課長 

・伊賀市産業農林部 商工労働課 担当職員 

・伊賀市商工会 正副会長 

・事務局長 

・法定経営指導員 

・経営指導員 

以上の体制のもと、持続的かつ効果的な経営発達支援の推進を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

１０．経営指導員等の資質向上等に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

三重県商工会連合会や中小企業大学校が実施する研修会への参加や、専門家派遣事業を通じて

経営指導員等のスキルアップを図っている。各支所に経営指導員等を配置しており、地域密着型の

支援は実施できているものの、組織としての情報や支援ノウハウの共有は十分でない状況にある。 

 

【課題】 

経営指導員等の経験やノウハウには差があり、課題解決に向けた高度な支援スキルが不足して

いる場合がある。また、経験年数の浅い経営指導員等は小規模事業者の事業計画策定支援経験が少

ないため、伴走型支援を実現するための組織的体制整備が課題となっている。現状の資質向上スキ

ームに加え、支援機関との連携による専門的支援やＡＩツール等の活用によって得られた知見を

共有し、定期的なミーティング等で実践に反映する仕組みづくりが必要である。 

 

（２）事業内容 

 ①外部講習会の積極的活用 

三重県および三重県商工会連合会が実施するセミナー・研修会に積極的に参加し、資質向上を図

る。研修内容は、ＷＥＢ上の復命書にポイントを整理し全職員で共有するとともに、必要に応じて

経営支援会議において詳細報告・研修を実施する。さらに、ＡＩツールを活用して研修内容の整理・

要約・課題抽出を効率化し、学習効果の最大化を図る。経営指導員等の資質向上および組織的支援

力の強化を目的としている。 

 

 ②ＯＪＴの活用 

専門家派遣事業に同行し、実際の小規模事業者支援を通じて課題解決スキルを習得する。また、

経験の浅い経営指導員等については、経験豊富な職員による指導、巡回同行、相談同席等を実施し、

支援ノウハウを体系的に習得する。ＡＩ支援ツールを活用した課題分析や支援提案のモデル化も

併せて実施する。 

 

③職員間のミーティングの開催 

経営支援会議を必要に応じて実施し、経営計画策定・実施支援事業所の情報共有、課題報告、解

決策の検討を行う。セミナーや専門家の知見、ＡＩによるデータ分析結果も併せて共有し、支援ス

キルの向上を図る。小規模事業者への支援内容は経営支援システムのカルテに登録し、ＷＥＢ上で

全職員が閲覧・共有できる体制を整備する。 

 

④データベース化とＡＩ活用 

経営指導員等は基幹システム上に適時・適切にデータを入力し、支援中の事業者情報を全職員 

で相互共有できるようにする。加えて、ＡＩツールを活用した支援履歴を閲覧しリスク・ニーズの

予測により、担当外職員でも一定レベル以上の支援対応が可能となる体制を整備する。 

 

⑤職員個人の資質向上 

小規模事業者支援に必要な公的資格の取得を推進し、支援業務に活かす。またＡＩツールの活用 

方法やデジタル支援スキルの習得も奨励し、職員個々の必要とされるスキルの補完と業務効率化

を同時に行う。 

 

⑥専門家講師による職員の資質向上への取り組み 

 小規模事業者支援に必要とされる支援スキル習得のため外部講師を招聘し、職員の支援能力の



 
 

向上を図る。 

 

１１．他の支援機関との連携を通じた支援ノウハウ等の情報交換に関すること 

  記載事項なし 

 

１２．地域経済の活性化に資する取組に関すること 

 

（１）現状と課題 

【現状】 

  当商工会では、行政および地域団体と連携し、地域のＰＲや物産販売を目的とした地域活性化イ

ベントを毎年開催し、地域活性化に取り組んでいる。加えて、伊賀ブランド推進協議会・戦略委員

会において「ＩＧＡＭＯＮＯ」の認定を実施しているものの、認定後のＰＲ活動や、認定商品を活

用した販路開拓・拡大については十分に実施されていない状況にある。このため、本来期待される

ブランド価値の向上や、小規模事業者の販売促進効果が十分に発揮されていない。 

結果として、これらのイベントやブランド事業は、地域ＰＲとして一定の効果はあるものの、小

規模事業者の販路拡大や事業所の認知向上には必ずしも結びついていないのが現状である。 

 

【課題】 

当商工会は、関係機関との連携を強化するとともに、小規模事業者が地域イベントへ参画し事業

所のＰＲや販路拡大につながるよう、支援体制の改善を図りながら事業を行っていく必要がある。

また、伊賀ブランド認定商品のＰＲ強化、認定事業者の販路開拓や販売機会の創出を改善点として

捉え、これらが実効性ある支援につながるよう事業内容の見直しと取組の強化を図る必要がある。 

 

（２）取り組む事業 

  ①伊賀ブランド認定支援（※） 

   小規模事業者に対して、伊賀ブランド事業について周知し認定申請について支援を行う。ま

た、伊賀市をはじめとして上野商工会議所・伊賀上野観光協会・ＪＡいがふるさと等と連携し、

伊賀ブランド推進協議会・戦略委員会での検討により、認定された「ＩＧＡＭＯＮＯ」のＰＲ

並びに認定された商品について、ＰＲ、新たな販路開拓・拡大等について支援する。 

 

   ・域内（伊賀市及び周辺） 

       ＩＧＡＭＯＮＯの認知拡大と域内連携拡大・販売拡大を実施する 

   ・域外（三重県・関西・中京・首都圏・海外） 

ＰＲ活動、販売デモンストレーションを実施する    

 

（※）伊賀ブランド事業 

伊賀の風土及び地域文化が育んだ優良な「伊賀産」並びにこれに携わる「伊賀者（事業者）」

を伊賀ブランド「ＩＧＡＭＯＮＯ」として認定し、広く情報発信を行うことにより、伊賀市の

認知度向上、地場産品の普及及び品質向上並びに事業者の意欲向上を図り、地域づくり及び産

業活性化に寄与するものである。 

・当商工会は事務局として参画し、年１回の審査会を実施している。 

・現在までに、管内事業所２１事業所・３７品目が認定されている。 

 

②地域イベントを活用した販路開拓支援 

地域イベントにおける小規模事業者の参画を促進するため、出展支援、出展内容の企画助言や

販売方法の改善提案等を実施し、事業所のＰＲおよび販路拡大につながる支援を行う。行政及

び地域関係団体と連携し、既存イベントの運営改善を図るとともに、小規模事業者の需要に沿

った出展機会の創出による地域活性化を図る。 



 
 

（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和７年１０月１日現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発

達支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の

関与体制 等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①都道府県及び関係市町村との連携体系 

・伊賀市商工会、伊賀市産業農林部商工労働課が連携し、地域の実情を踏まえた課題を設定すると 

ともに、本支援計画での支援方針を決定するため、年１回経営発達支援事業委員会を開催する。 

 ・また三重県と事前に相談・調整を行うことで、都道府県の重要課題についても反映した支援計画 

  とする。 

 

②広域的な支援体制 

・本会は、広域的な支援体制に該当いたしません 

 

③商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制 

・伊賀市を５地区（伊賀・阿山・大山田・青山・島ヶ原）に分け、法定経営指導員２名と経営指導 

 員３名の体制で巡回指導を行う。経営指導員を地区ごとに選定し、経営計画策定支援からフォ 

ローアップまでの一体化した支援体制を構築する。 

 

④定量的に実施状況を把握し評価を行う体制 

・法定経営指導員２名、経営指導員３名、経営支援員４名、記帳指導員２名、継続雇用職員１名 

 の体制で実施状況を定量的に把握し効果測定を行う。 

組織図 
 

伊賀市産業農林部 

商工労働課 

伊賀市商工会本所（伊賀支所） 
事務局長（法定経営指導員） 

経営指導員 2 名 

経営支援員 2 名 

記帳指導員 1 名 

大山田支所 

経営指導員 1 名 

(法定経営指導員) 

(島ヶ原支所兼務) 

経営支援員 1 名 

島ヶ原支所 

週 2 日開所 

経営指導員 1 名 

(週 1 日/兼務) 

経営支援員１名 

(週 1 日/兼務)  

阿山支所 

経営指導員 1 名 

(週 2 日/本所兼務) 

継続雇用職員 1 名 

青山支所 

経営指導員 1 名 

経営支援員 1 名 

記帳指導員 1 名 



 
 

・上記で把握・検証した実施状況を伊賀市商工会と伊賀市産業農林部商工労働課との経営発達支 

援事業委員会（年１回開催予定）で評価するとともに、次年度の支援内容の検討を行う。また、

必要に応じて 

 変更申請を行い、支援計画にも反映していく。 

  

⑤経営指導員等の資質向上に係る体制 

・伊賀市商工会の職員向けに研修や勉強会を開催し、ＤＸ化や生成ＡＩ、財務諸表の分析手法、 

 経営戦略、マーケティング、起業・創業、事業承継、価格転嫁など適宜専門知識の習得を図り、 

 小規模事業者の内発的動機づけを行うためのロールプレイング、事例共有などを行う。 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営 

指導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

①法定経営指導員の氏名、連絡先 

  氏 名：瀬戸口 早苗、小坂 宣子 

  連絡先：伊賀市商工会 ＴＥＬ０５９５－４５－２２１０ 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評

価・見直しをする際の必要な情報提供を行う。 

当計画の法定経営指導員については、当商工会が管轄とする伊賀市と連携しながら、複数の

支所（伊賀支支所・阿山支所・大山田支所・島ヶ原支所・青山支所）で多数の小規模事業者に対

して、継続的な指導・助言を効果的に実施するために２名の配置とする。 

 

 ③広域経営指導員の当否 

申請書に記載の経営指導員は、施行規則第７条第２項に規定する広域経営指導員に該当しま 

せん。  

 

（３）商工会、関係市町村連絡先 

伊賀市商工会 

   〒５１９－１４１２ 三重県伊賀市下柘植７２３－１ 

   ＴＥＬ ０５９５－４５－２２１０ ／ ＦＡＸ ０５９５－４５－５３０７ 

    ｅ－ｍａｉｌ：ｉｇａ＠ｉｃｔ．ｎｅ．ｊｐ 

  

  伊賀市産業農林部 商工労働課 

    〒５１８－８５０１ 三重県伊賀市四十九町３１８４   

    ＴＥＬ ０５９５－２２－９６６９ ／ ＦＡＸ ０５９５－２２－９６９５ 

    ｅ－ｍａｉｌ：ｓｈｏｕｋｏｕ＠ｃｉｔｙ．ｉｇａ．ｌｇ．ｊｐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

（別表３） 

 経営発達支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                                      （単位 千円） 

 
８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 

必要な資金の額 ６，５７０ ６，５７０ ６，５７０ ６，５７０ ６，５７０ 

 

 

経済動向調査事業 

経営状況分析事業 

事業計画策定支援 

（創業スクール関係含む） 

事業計画策定後実施

支援（創業関係含む） 

新たな需要開拓事業 

支援能力向上事業 

評価見直し事業 

 

 

 

７０ 

１００ 

２，０００ 

 

６００ 

 

３，５００ 

１００ 

２００ 

 

７０ 

１００ 

２，０００ 

 

６００ 

 

３，５００ 

１００ 

２００ 

 

７０ 

１００ 

２，０００ 

 

６００ 

 

３，５００ 

１００ 

２００ 

 

７０ 

１００ 

２，０００ 

 

６００ 

 

３，５００ 

１００ 

２００ 

 

７０ 

１００ 

２，０００ 

 

６００ 

 

３，５００ 

１００ 

２００ 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

三重県小規模事業支援費補助金、伊賀市補助金、国・県の補助金制度の活用、会費収入、手数料収入 

一般受託料収入 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１ 
 

（別表４） 

 経営発達支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携して経

営発達支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

 

連携して実施する事業の内容 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携して事業を実施する者の役割 

① 

② 

③ 

・ 

・ 

・ 

連携体制図等 

① 

 

 

 

 

 

② 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 


